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はじめに

近年の筆者の研究テーマは、わが国の社会的養護の制度・政策展開を分析し、政策主体が養護

を必要とする子どもをどのように対象把握してきたのかを明らかにし、そこから今日の社会的養

護制度・政策の課題を本質的に見出すことである。そのためには、わが国の資本主義の発展過程

をふまえて児童福祉ないし社会的養護制度・政策の歴史的展開を分析・考察する必要がある。そ

して、分析にあたっては、わが国が資本主義国家としてその歩みを始めた明治維新以降から焦点

を当てなければならないといえる。

第二次世界大戦以前の児童救済・保護政策は、すでに多くの研究者が指摘している通り、戦後

の児童福祉制度・政策に何らかの継承がなされていると考えられている。それはつまり、現在の

児童福祉ならびに社会的養護においても、「それがいかに特殊戦後的な特徴を持っているといえ、

明治維新に始まる日本社会の近代化＝資本主義化の過程を前提としてその延長線上にあるものと

して理解されなければならない」（1）ことを示しているといえる。そして、「後進資本主義国として

のわが国の発展は、欧米先進資本主義諸国の存在を前提とし、それらの国々との関連においての

み可能であり、それゆえに特殊破行的な軌跡を残すことにならざるをえなかったのである。先進

資本主義諸国による有形無形の圧力のもとで、封建的残津を温存するとともにそれを積極的に利

用しつつ資本主義化が企てられたこと、とくに農村の解体が不十分に終わったこと、経済の資本

主義化が政府主導のもとで強権的に促進されたことなど、これらの要因が相互に関連し、交錯し

あいながら、日本資本主凝の破行性をおりなしていった」(2)と指摘されているとおり、わが国の

資本主義は特殊的に発展しているため、それが今日の児童福祉制度・政策にも何らかの影響を与

えていると捉える視点が必要である。

本論文では、前述したテーマによる研究の第一歩として、大正期の児童保護政策の歴史的展開

および児童の権利思想の歴史的変遷を分析・検討する。

大正期に焦点を当てて研究する意義は二点である。一点めは、「児童の権利」思想がわが国に流
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